
☐ 外の暑さを避け、一時的に休息をとることができる。
☐ 利用者に対して、商品の購入やサービスの提供を強要しない。
☐ 案内用のポスターを掲示し、クールシェアスポットの周知を図ることができる。

☐ 上記すべてに当てはまるため、クールシェアスポットへの登録を申し込みます。

① 施設名称

（例）午前9時から午後5時まで ※水曜定休日以外

（例）店内、フードコート、1階ロビースペース等

☐ ☐ ☐ A4ポスター（ラミネート加工）   A3ポスター（ラミネート加工）   データ

☐ ☐ 郵送（登録の決定通知とあわせて送付します。）   窓口（市役所環境課窓口でお渡しします。）

⑩ 備考（市ホームページに掲載する際、特筆したい内容があれば記載してください。）
（例）定休日のほか、〇年〇月〇日～〇月〇日は施設整備のため利用不可。

クールシェアスポット 登録申込書

 クールシェアスポットは、尾張旭市内の各施設様に、毎年６月１日から９月３０日までの期間（気候の状況等に
より期間を延長する場合があります）に、一時的に暑さを避ける涼み処として設置いただく場所のことです。
 設置にあたっては、下記の要件等をご確認のうえ、当申込書を 尾張旭市 市民生活部 環境課 環境施策係 までご提
出ください。

 登録にあたり、下記の情報提供にご協力ください。

② 施設所在地
〒

③ 担当者氏名・連絡先
氏 名
電 話 番 号
メ ー ル ア ド レ ス
④ 開放可能日・時間

⑤ 開放場所

⑥ 案内ポスターの配布方法（※データは担当者メールアドレスあてに送付します。）

⑦ A4ポスター又はA3ポスターを選択した場合

⑧ 案内ポスターの必要数（最大３枚まで）
□ １枚  □ ２枚  □ ３枚
⑨ 熱中症対策リーフレットの設置協力について
      可    ・    否    


